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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
い
う
用
語
は
、
柔
軟
な
働
き
方
の

一
形
態
と
し
て
近
年
ま
す
ま
す
目
に
す
る
機
会
が
増
え

て
い
ま
す
。
一
方
で
、
具
体
的
な
内
容
が
わ
か
ら
ず
に

使
わ
れ
が
ち
な
用
語
で
も
あ
り
ま
す
。

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
は
働
き
方
を
示
す
用
語

ま
ず
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は

法
律
上
の
用
語
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。
そ
の
た
め

情
報
に
よ
っ
て
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
さ
す
範
囲
や
対
象
者

数
が
異
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
が
、「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

と
し
て
安
心
し
て
働
け
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」※1
を
み
る
と
、「
実
店
舗
が
な
く
、
雇
人

も
い
な
い
自
営
業
主
や
一
人
社
長
で
あ
っ
て
、
自
身
の

経
験
や
知
識
、
ス
キ
ル
を
活
用
し
て
収
入
を
得
る
者
を

指
す
」
と
あ
り
ま
す
。
内
閣
官
房
の
統
一
調
査
で
は
、

①
自
身
で
事
業
等
を
営
ん
で
い
る
（
自
営
業
で
あ
る
）、

②
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
な
い
、
③
実
店
舗
を
持
た
な

い
、
④
農
林
漁
業
従
事
者
で
は
な
い
、
と
い
う
「
働
き

方
」
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て

対
象
者
数
を
試
算
し
て
い
ま
す
。

個
人
事
業
主
と
混
同
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
個
人
事
業

主
は
、
自
身
で
事
業
を
営
む
に
際
し
て
、
法
人
を
設
立

せ
ず
に
、
税
務
署
に
対
し
て
「
個
人
事
業
の
開
業
・
廃

業
等
届
出
書
」
を
提
出
し
た
も
の
が
対
象
と
な
る
「
税

法
上
」の
区
分
を
さ
し
ま
す
。
一
方
で
、①
〜
④
の「
働

き
方
」
の
要
件
を
満
た
せ
ば
企
業
な
ど
の
法
人
（
人
間

〈
自
然
人
〉
と
同
様
の
権
利
・
義
務
を
持
つ
組
織
）
経

営
者
で
あ
っ
て
も
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
含
ま
れ
ま
す
。
ま

た
、
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
て
も
個
人
事
業
主
の
対
象

と
な
り
ま
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
対
象
に
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。
個
人
事
業
主
と
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
は
似
て
い
ま
す
が
、
区
分
の
目
的
や
対
象
者
が

必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
別
物
と
し
て
使
用
す
べ
き
用
語

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

雇
用
と
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要

近
年
、
自
身
で
選
択
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
い
わ

れ
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
す
が
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
従
業

員
（
以
下
、「
従
業
員
」）
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
い
く

つ
も
あ
り
、
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

以
下
に
人
事
関
連
に
絞
っ
た
違
い
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

一
つ
め
は
、
企
業
か
ら
の
報
酬
の
支
払
わ
れ
方
の
違

い
で
す
。
従
業
員
に
は
企
業
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き

労
働
の
対
価
と
し
て
毎
月
定
め
ら
れ
た
給
与
が
支
払
わ

れ
ま
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
企
業
と
は
雇

用
契
約
を
結
ば
ず
、
業
務
の
内
容
や
報
酬
の
額
、
支
払

い
時
期
な
ど
を
定
め
た
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
き
、
報

酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
業
務
委
託
契
約

は
法
律
上
で
は
、
請
負
契
約
※２
と
準
委
任
契
約
※３
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
準
委
任
契
約
の
場
合
は
仕
事
が
完
成

「フリーランス」

※1　内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』（令和３年３月２６日）
※2　請負契約……当事者の一方が「ある仕事を完成する」ことを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約
※３　準委任契約……当事者の一方が「法律行為以外の事実行為をする」ことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約
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き
方
」
の
要
件
を
満
た
せ
ば
企
業
な
ど
の
法
人
（
人
間

〈
自
然
人
〉
と
同
様
の
権
利
・
義
務
を
持
つ
組
織
）
経

営
者
で
あ
っ
て
も
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
含
ま
れ
ま
す
。
ま

た
、
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
て
も
個
人
事
業
主
の
対
象

と
な
り
ま
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
対
象
に
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。
個
人
事
業
主
と
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
は
似
て
い
ま
す
が
、
区
分
の
目
的
や
対
象
者
が

必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
別
物
と
し
て
使
用
す
べ
き
用
語

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

雇
用
と
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要

近
年
、
自
身
で
選
択
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
い
わ

れ
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
す
が
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
従
業

員
（
以
下
、「
従
業
員
」）
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
い
く

つ
も
あ
り
、
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。

以
下
に
人
事
関
連
に
絞
っ
た
違
い
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

一
つ
め
は
、
企
業
か
ら
の
報
酬
の
支
払
わ
れ
方
の
違

い
で
す
。
従
業
員
に
は
企
業
と
の
雇
用
契
約
に
基
づ
き

労
働
の
対
価
と
し
て
毎
月
定
め
ら
れ
た
給
与
が
支
払
わ

れ
ま
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
企
業
と
は
雇

用
契
約
を
結
ば
ず
、
業
務
の
内
容
や
報
酬
の
額
、
支
払

い
時
期
な
ど
を
定
め
た
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
き
、
報

酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
業
務
委
託
契
約

は
法
律
上
で
は
、
請
負
契
約
※２
と
準
委
任
契
約
※３
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
準
委
任
契
約
の
場
合
は
仕
事
が
完
成

し
な
く
て
も
定
め
ら
れ
た
業
務
を
遂
行
し
て
い
れ
ば
報

酬
は
支
払
わ
れ
ま
す
が
、
請
負
契
約
は
仕
事
が
完
成
し

な
い
か
ぎ
り
報
酬
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
。
契
約
内
容
に

よ
っ
て
は
報
酬
が
支
払
わ
れ
な
い
時
期
も
あ
る
と
い
う

点
が
従
業
員
と
異
な
り
ま
す
。

二
つ
め
は
、
従
業
員
に
は
労
働
条
件
に
関
す
る
最
低

条
件
な
ど
を
定
め
た
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
企
業
と
雇
用
契
約
を
結
ば
ず
労
働
者

に
原
則
該
当
し
な
い
※4
た
め
、
労
働
基
準
法
の
適
用
対
象

外
と
な
る
点
で
す
。
例
え
ば
、
従
業
員
に
つ
い
て
は
時
間

外
労
働
や
休
日
に
つ
い
て
の
規
制
が
存
在
し
ま
す
が
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
規
制
対
象
外
と
な
る
た
め
、
業

務
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば
何
時
間
で
も
働
く
こ
と
や
、
時

間
単
価
が
最
低
賃
金
を
下
回
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

三
つ
め
は
、
加
入
で
き
る
公
的
保
険
の
違
い
で
す
。

健
康
保
険
に
つ
い
て
従
業
員
は
企
業
が
属
す
る
健
康
保

険
組
合
に
加
入
し
、
保
険
料
の
支
払
い
は
企
業
と
本
人

で
折
半
で
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
都
道
府
県
・
市
区
町

村
が
運
営
す
る
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
が
基
本
で
、

保
険
料
も
全
額
自
身
で
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
年

金
保
険
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
は
国
民
年
金
に
上
乗
せ

す
る
形
で
厚
生
年
金
に
加
入
と
な
り
ま
す
が
（
一
部
適

用
外
あ
り
）、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
法
人
化
し
な
い
か
ぎ

り
厚
生
年
金
に
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
将
来
受
け
取
れ

る
年
金
を
上
乗
せ
し
た
い
場
合
に
は
国
民
年
金
基
金
に

加
入
す
る
な
ど
、
自
身
で
対
応
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
従
業
員
は
雇
用
保
険
（
労
働
者
が
失
業
、

休
業
し
た
場
合
に
手
当
が
支
給
さ
れ
る
）
や
労
災
保
険

（
労
働
者
の
業
務
上
の
事
由
ま
た
は
通
勤
に
よ
る
労
働

者
の
傷
病
等
に
対
し
て
必
要
な
保
険
給
付
が
行
わ
れ

る
）
の
対
象
で
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
と
も
に
対
象

外
（
労
災
保
険
に
つ
い
て
は
特
別
加
入
あ
り
）
で
す
。

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
課
題
と
対
応

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
労
働
者

保
護
制
度
の
適
用
対
象
外
と
な
る
な
ど
の
課
題
も
多
く
、

政
府
も
実
態
把
握
と
そ
の
対
応
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
諸
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た「
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
実
態
調
査
結
果
」※5
の
資
料
を
参
照
す
る

と
、
労
働
者
保
護
制
度
の
適
用
以
外
に
も
課
題
が
見
え

て
き
ま
す
。
一
つ
の
課
題
は
、
収
入
の
不
安
定
さ
・
少

な
さ
で
す
。
同
調
査
の
な
か
で
収
入
が
少
な
い
・
安
定

し
な
い
と
い
う
回
答
は
６
割
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
年
収

と
し
て
最
も
多
い
の
が
本
業
で
２
０
０
万
円
以
上
３
０

０
万
円
未
満
（
19
％
）、
副
業
で
１
０
０
万
円
未
満

（
74
％
）と
い
う
決
し
て
高
い
と
は
い
え
な
い
年
収
で
す
。

次
に
課
題
と
な
る
の
が
、
取
引
先
と
の
ト
ラ
ブ
ル
経
験

が
あ
る
者
37
・
７
％
（
ト
ラ
ブ
ル
内
容
と
し
て
、「
発
注

の
時
点
で
報
酬
や
業
務
内
容
な
ど
が
明
示
さ
れ
な
か
っ

た
」
37
・
０
％
、「
報
酬
の
支
払
い
が
遅
れ
た
・
期
日
に

支
払
わ
れ
な
か
っ
た
」
28
・
８
％
）
の
う
ち
、
ト
ラ
ブ

ル
に
つ
い
て「
交
渉
せ
ず
に
受
け
入
れ
た
」が
21・３
％
、

「
交
渉
せ
ず
、自
分
か
ら
取
引
を
中
止
し
た
」
が
10・０
％

と
い
う
、
発
注
側
に
か
た
よ
っ
た
力
関
係
で
す
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
改
善
し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
が
安
定

的
に
働
く
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
、「
特
定
受
託
事
業

者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
・
事
業
者
間
取
引
適
正
化
等
法
）」
が
２
０
２
３

年
５
月
12
日
に
公
布（
２
０
２
４
年
秋
ご
ろ
施
行
予
定
）。

同
法
に
よ
り
、
以
下
の
点
が
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

①
書
面
等
に
よ
る
取
引
条
件
の
明
示

②
報
酬
支
払
期
日
の
設
定
・
期
日
内
の
支
払

③
禁
止
事
項
（
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
責
任
が
な
い
の
に
発

注
し
た
物
品
等
を
受
け
取
ら
な
い
、
発
注
時
に
決
め

た
報
酬
額
を
後
で
減
額
す
る
こ
と
等
の
禁
止
）

④
募
集
情
報
の
的
確
表
示

⑤
育
児
介
護
等
と
業
務
の
両
立
に
対
す
る
配
慮

⑥
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
係
る
体
制
整
備

⑦
中
途
解
除
等
の
事
前
予
告

日
本
の
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
人
口
は
、
２
０
２
０
年
時
点
で

４
６
２
万
人
と
い
う
か
な
り
の
数
に
上
り
ま
す
。
70
歳
ま

で
の
就
業
機
会
の
確
保
の
選
択
肢
と
し
て
「
70
歳
ま
で
継

続
的
に
業
務
委
託
契
約
を
締
結
す
る
制
度
の
導
入
」
も

あ
り
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
今
後
も
増
え
て
い
く
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
保
護
に
関

す
る
制
度
や
施
策
の
い
っ
そ
う
の
拡
充
が
望
ま
れ
ま
す
。

次
回
は
、「
最
低
賃
金
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

※４　 雇用契約を結んでいなくても、業務内容や遂行方法、勤務場所と勤務時間などについて具体的な指示や拘束を発注者側から受けているなど、法律
上の「労働者」にあたる（労働者性がある）場合もある

※５　内閣官房日本経済再生総合事務局『フリーランス実態調査結果』（令和２年５月）


